
河内町特別職報酬等審議会（第１回）次第 

 

日時：令和６年４月１７日（水）午後１時３０分 

場所：河内町役場 会議室 

 

 

１．開  会 

 

２．町長挨拶 

 

３．委員の紹介 

正副会長の選出 

 

４．諮問書伝達 

 

５．議  事 

  特別職の報酬等の額について 

   ①関係資料の説明 

   ②審議 

   ③今後の審議会の進め方等 

 

 

６．閉  会 



令和６年度第１回河内町特別職報酬等審議会 資料 

 

 

・河内町特別職報酬等審議会委員名簿 

・諮問書（写） 

 

・河内町特別職報酬等審議会について 

・特別職の給料月額及び議員報酬月額の改定状況 

・一般職職員の給与改定状況 

・消費者物価の状況 

・茨城県内の特別職の報酬等の状況 

 

〈参考資料〉 

・河内町特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例（抄） 

・河内町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（抄） 

・河内町特別職報酬等審議会条例 



（五十音順　敬称略）

№ 役職 氏　名 備　考

1 大野　繁 元教育長

2 栗山　功 農業委員会会長

3 篠原　佳治 元議会議員

4 眞行寺　博 町民代表

5 藤井　俊一 元副町長

河内町特別職報酬等審議会委員名簿



河 総 発 第 ４ 号 

令和６年４月１７日 

 

 

河内町特別職報酬等審議会会長 様 

 

 

河内町長  野 澤 良 治 

 

 

特別職の報酬の額の改定について（諮問） 

 

 

１ 最近の社会経済情勢及び他市区町村の報酬額の状況を踏まえ、議員報酬の

額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額の改定が必要であると考えられ

るが、この改定の適否 

 

２ 改定する必要があるとされた場合は、適当と認められる水準及び改定時期 



河内町特別職報酬等審議会について 

１．審議会設置の趣旨 

 現在の特別職の報酬等の額は、常勤特別職の給与が平成１６年度、議員

報酬が平成１７年度を最後に、約２０年余りにわたって改定を行ってお

らず、前回の改定から議員定数の削減といった特別職の状況の変化、消費

者物価指数の上昇といった社会情勢も大きく変化しているなか、他市町

村の報酬額の状況も踏まえ、現在の特別職の報酬等の額が適正な水準に

あるのかということを審議するため、「河内町特別職報酬等審議会」を開

催する。 

 

【特別職の報酬等の月額】 

区 分 現行額 改定前 最終改定年度 

町 長 612,000 円 720,000 円 平成１６年度 

副町長 532,000 円 560,000 円 平成１６年度 

教育長 475,000 円 500,000 円 平成１６年度 

議 長 300,000 円 330,000 円 平成１７年度 

副議長 270,000 円 300,000 円 平成１７年度 
議 員 260,000 円 290,000 円 平成１７年度 

２．審議事項 

（１）町長、副町長、教育長の給料額 

（２）議長、副議長、議員の報酬額 

（３）改定時期（改定が必要な場合のみ） 

３．スケジュール 

 第１回 令和６年４月１７日（水） 

 第２回 令和６年５月１０日（金） 

※ 以降は状況により開催 



 １特別職の給料月額及び議員報酬月額の改定状況
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 ２一般職職員の給与改定状況

2.1%

人事院勧告では平成１８年度から令和５年度までの間で、給料は２．１％引上げとなっています。

H18～R5

給料月額の

引上げ率合計

※人事院勧告：人事院は国家公務員と民間の給与を比較し、得られた格差を埋めることを基本に勧告を行っています。町の職員はこの勧告に基づい
て給料表を改定しています。



 ３消費者物価の状況

10.1%

※平成１８年度から令和５年度までの間で、消費者物価指数（総合指数）は累積で１０．１％上昇。令和６年度も上昇基調

H18～R5
消費者物価指
数の上昇率合

計
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○河内町特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例（抄） 

昭和45年２月13日 

条例第６号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第203条の２及び第204条に基づ

き、次の各号に掲げる特別職の職員に対する給料並びに旅費及び費用弁償の額並びに支給

方法に関し、必要な事項を定めるものとする。 

(1) 町長 

(2) 副町長 

(3) 教育長 

(4) 監査委員 

(5) 教育委員会の委員 

(6) 選挙管理委員会の委員 

(7) 農業委員会の委員 

(8) 固定資産評価審査委員会の委員 

(9) 地方公務員法（昭和25年法律第261号）第３条第３項第２号に規定する構成員 

(10) 地方公務員法第３条第３項第３号及び第３号の２に規定する特別職の職員 

（町長等の給与） 

第２条 町長、副町長及び教育長（以下「町長等」という。）の給与は、給料、通勤手当及

び期末手当とする。 

第３条 町長等の給料は、別表第１に掲げる額とする。 

別表第１（第３条関係） 

職名 給料月額 

町長 612,000円

副町長 532,000円

教育長 475,000円

 



 

○河内町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（抄） 

平成20年９月18日 

条例第16号 

（目的） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第203条第４項の規定に基づき、

議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法に関し必要な事項を

定めるものとする。 

（報酬） 

第２条 議会の議長、副議長及び議員（以下「議会の議員」という。）に支給する議員報酬

の月額は、別表のとおりとする。 

別表（第２条、第３条関係） 

職名 議員報酬月額 相当する職 

議長 300,000円町長 

副議長 270,000円副町長 

議員 260,000円〃 

 



 

○河内町特別職報酬等審議会条例 

令和５年12月８日 

条例第21号 

（設置） 

第１条 町長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、河内町特別職報酬等審

議会（以下「審議会」という。）を置く。 

（所掌事項） 

第２条 町長は、議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例を議

会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該議員報酬及び給料の額について審議会の

意見を聞くものとする。 

（委員） 

第３条 審議会は、委員５名以内をもって組織し、その委員は河内町の区域内の公共的団体

等の代表者その他住民のうちから必要のつど町長が委嘱する。 

２ 委員は当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。 

（会長） 

第４条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、会務を総理する。 

３ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員が

その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 審議会は、会長が招集する。 

２ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

（庶務） 

第６条 審議会の庶務は、総務課において処理する。 

（その他） 

第７条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 


